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職
員
の
旅
費
の
支
給
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 
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六
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彦 

 
 
 

職
員
の
旅
費
の
支
給
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

職
員
の
旅
費
の
支
給
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
二
十
八
年
広
島
県
訓
令
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。 

第
三
条
第
一
号
中
「
さ
か
の
ぼ
つ
て
」
を
「

つ
て
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
中
「
療
養
補
償
、
」
を
「

療
養
補
償
若
し
く
は
」
に
、
「
若
し
く
は
」
を
「
又
は
」
に
、
「
又
は
」
を
「
若
し
く
は
」
に
改
め
る
。 

第
五
条
第
一
項
中
「
ド
ツ
ク
」
を
「
ド
ッ
ク
」
に
改
め
る
。 

第
六
条
第
一
項
中
「
、
広
島
県
自
治
総
合
研
修
セ
ン
タ
ー
が
行
う
」
を
「
引
き
続
き
五
日
以
上
に
わ
た
る

」
に
改
め
、
「
及
び
そ
の
他
の
研
修
等
で
引
き
続
き
五
日
以
上
に
わ
た
る
も
の
を
受
け
る
た
め
宿
泊
す
る
こ

と
を
要
す
る
旅
行
」
を
削
る
。 

 

別
表
第
四
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

別
表
第
四
（
第
六
条
関
係
） 

研
修
等
日
額
旅
費
の
額
及
び
支
給
期
間 

 

日 
 
 
 
 
 

額 

支  
 

給 
 
 

期 
  

間 

九
、
二
五
〇
円
。
た
だ
し
、
研
修
等
を
受
け
る

た
め
特
定
の
宿
泊
施
設
に
宿
泊
す
る
必
要
が
あ

る
場
合
（
研
修
機
関
が
有
す
る
専
用
の
宿
泊
施

設
の
利
用
が
可
能
な
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い

て
は
、
そ
の
宿
泊
料
実
費
相
当
額
（
当
該
額
が

条
例
第
十
七
条
に
定
め
る
額
を
超
え
る
場
合
に

あ
つ
て
は
、
同
条
に
定
め
る
額
）
に
四
六
〇
円

を
加
算
し
た
額 

当
該
用
務
地
に
到
着
し
た
日
の
翌
日
（
研
修
等
の

開
始
さ
れ
る
日
に
当
該
用
務
地
に
到
着
し
た
場
合

に
あ
つ
て
は
、
そ
の
日
）
か
ら
帰
庁
の
た
め
当
該

用
務
地
を
出
発
し
た
日
の
前
日
ま
で
の
期
間
に
つ

い
て
支
給
す
る
。
た
だ
し
、
宿
泊
場
所
が
指
定
さ

れ
た
場
合
に
お
い
て
、
研
修
の
終
了
し
た
日
以
後

に
当
該
施
設
の
都
合
に
よ
り
宿
泊
で
き
な
い
場
合

は
当
該
日
を
除
い
た
期
間
と
す
る
。 

  
 
 

附 

則 

 

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 


